
   春日部市企業誘致条例の一部を改正する条例 

春日部市企業誘致条例（平成１７年条例第１２５号）の一部を次のように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の号（以下「改正後の号」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の号を当該改正後の号とする。 

 (2) 次の表中、改正後の号に対応する改正前の号が存在しない場合にあっては、当該改正

後の号を加える。 

 (3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 第２条 

(２) 適用地域 都市計画法（昭和43年法律第

100号）第34条第10号及び春日部市開発事業の

手続及び基準に関する条例（平成  年条例第

 号）第50条第１項第１号による土地の区域を

いう。 

(２) 適用地域 春日部市都市計画法に基づく

開発許可等の基準に関する条例（平成17年条

例第155号）第５条第１項第１号による土地の

区域をいう。 

(５) 固定資産税 地方税法（昭和25年法律第

226号）第341条に規定する土地、家屋及び償

却資産に課税される税をいう。 

(６) (略) (５) (略)  

(７) (略) (６) (略) 

(８) (略) (７) (略) 

（奨励措置） （奨励措置） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、

工場等を新設する者に対し、企業誘致奨励金（以

下「奨励金」という。）を交付することができ

る。 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、

工場等を新設する者に対し、工場等設置奨励金

（以下「奨励金」という。）を交付することが

できる。 

（奨励措置の対象者の指定） （指定） 

第４条 第４条 

(１) 敷地面積が3,000平方メートル以上であ

ること。

(１) 敷地面積 3,000㎡以上

(２) 延床面積が1,000平方メートル以上であ

ること。

(２) 延床面積 1,000㎡以上

(３) 常時雇用従業員数が10人以上又は市内に

住所を有する常時雇用従業員数が５人以上で

あること。

(３) 常時雇用従業員数 20人以上

（指定の申請等） （申請等） 

第５条 前条の規定による奨励措置の対象者とし 第５条 前条の規定による指定を受けようとする



て指定を受けようとする者は、工場等の新設に

ついて、規則で定めるところにより、市長に申

請しなければならない。 

者は、工場等の新設について、あらかじめ市長

に申請書を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったとき

は、これを審査し、適当と認められる者につき

指定する。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、こ

れを審査し、適当と認められる者につき指定す

る。 

（奨励金の交付） （奨励金の交付） 

第６条 市長は、前条第２項の指定を受けた者（以

下「指定企業」という。）に対して、当該指定

を受けた工場等に係る固定資産税（指定企業が

納税義務者となる者に限る。）について、操業

開始日以後、最初に課税される年度を第１年度

とし、３年間に限り、各年度に納付すべき固定

資産税相当額に次に掲げる割合を乗じて得た額

（その額に1,000円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額）の甲奨励金を予算の範囲

内で交付することができる。ただし、その年度

に賦課した固定資産税を納期限までに完納しな

いときは、当該年度の奨励金は交付しない。 

第６条 市長は、前条第２項の指定を受けた者（以

下「指定企業」という。）に対して、当該指定

を受けた工場等に係る固定資産税（指定企業が

納税義務者となる者に限る。）について、操業

開始日以後最初の課税年度から３年間を限度と

し、各年度に納付すべき固定資産税相当額に次

に掲げる割合を乗じて得た額の甲奨励金を予算

の範囲内で交付することができる。ただし、そ

の年度に賦課した固定資産税を納期限までに完

納しないときは、当該年度の奨励金は交付しな

い。 

３ 第１項の規定による甲奨励金の交付を受けよ

うとする指定企業は、規則で定めるところによ

り、当該年度毎の２月末までに、市長に申請し

なければならない。 

３ 第１項の規定による甲奨励金の交付を受けよ

うとする指定企業は、当該年度毎の２月末まで

に申請しなければならない。 

４ 第２項の規定による乙奨励金の交付を受けよ

うとする指定企業は、規則で定めるところによ

り、甲奨励金の第１年度の交付申請と併せて、

市長に申請しなければならない。 

４ 第２項の規定による乙奨励金の交付を受けよ

うとする指定企業は、甲奨励金の第１年度の交

付申請と合わせて申請しなければならない。 

（奨励金の交付決定の取消し及び返還） （奨励金の交付決定の取消し及び返還） 

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が前条

の規定により指定を取り消されたときは、奨励

金の交付決定の全部又は一部を取消し、期限を

付して既に交付した奨励金の全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が前条

の規定により指定を取り消されたときは、奨励

金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又

は期限を付して既に交付した奨励金の全部若し

くは一部の返還を命ずることができる。 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の春日部市企業誘致条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に工場等の操業を開始する者について適用し、施行日前に工場等の操

業を開始した者については、なお従前の例による。 


